
 
適時開示体制（模式図） 

 
子会社 発生 

 情報取扱責任者 【決定事実・決算情報】 
【発生事実】  

 
子会社取締役会 

 
各部門 発生  
情報取扱責任者  
【発生事実】  

 
統括情報取扱責任者（経営企画部責任者） 

【発生事実・決定事実・決算情報】 緊急を要する場合【発生事実・決定事実・決算情報】 
 

取締役会  報告  情報開示委員会（代表取締役社長） 
【発生事実・決定事実・決算情報】    緊急を要する場合【発生事実・決定事実・決算情報】 

 

統括情報取扱責任者 

 

経営企画部責任者 

 

情報開示 

 
注）情報取扱責任者は、各部門は部門責任者、子会社においては代表取締役社長とする。 

情報開示委員会は、代表取締役社長、経営企画部責任者、経理部責任者で構成される。 
情報開示委員会の決議は、情報開示委員の過半数が出席し、その情報開示委員の過半数をもって

決議する。 
 

 
 
 

 

【子会社】 


